仕　様　書

1． 案件名称
港区役所庁舎６階情報通信設備増設工事業務委託

2． 実施場所
大阪市港区市岡１丁目15番25号
港区役所　６階　６０１会議室

3． 履行期限
令和７年12月12日（金）

4． 工事内容
ネットワーク用回線を切り替えるにあたりポートに不足が生じるため、
６０１会議室壁面にポートを２口設置する。
（1） 別紙図面のとおり、６階書庫のパッチパネルから６０１会議室まで天井及び壁を経由しLANケーブル２本を配線すること。
（2） ６０１会議室壁面に（１）で配線されたLANケーブルと接続するポートを２口設置すること。
（3） 設置するLANケーブルについてはCAT5e以上ものを使用すること。

5． 一般事項
（１）仕様
　　　本仕様書及び現場説明による。
（２）疑義に対する協議
　　　設計図書（図面、仕様書をいう）に明示のない場合又は、疑いを生じた場合は発注者と協議する。
（３）設計変更
　　　設計変更は必要に応じて発注者と協議を行って、又は発注者の指示により行われるものとする。
（４）官公署その他への手続き
　　　施工の際に必要な官公署その他への手続きは、受注者が行う。
（５）発生材の処理
特記又は発注者の指示により引渡しを要しないものは、関係法令に従い適切に処理をする。
（６）部品資材等の使用に係る事前承認
　　　受注者は、設置予定の部品資材等について、あらかじめ仕様等を提出して発注者の承認を受ける。
（７）瑕疵担保義務
　　　受注者は、引渡し以降、瑕疵によって生じた減失もしくはき損その他の事故に対して賠償の責任を負う。
（８）作業現場の安全衛生、災害及び公害の防止等
　　　①作業現場の安全衛生に関する管理は現場代理人が責任者となり、関係法令等に従ってこれを行う。
　　　②作業現場においては常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど事故の防止に努める。
　　　③作業の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処理するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。
　　　　イ．第三者に災害及び損害等を及ぼしてはならない。
　　　　ロ．公害の防止に努める。
　　　　ハ．善良な責任者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生のある場合の処理については、発注者と協議する。
　　　　ニ．既設の建物及び工作物に汚損及び損傷のないよう十分注意する。
（９）養生
在来部分、施工済み部分、未使用材料などで汚損又は損傷の恐れのあるものは適切な方法で養生を行う。
（10）後片付け
　　　完成に際しては、建築物などの内外の後片付け及び清掃を行う。

6． 履行確認
本市職員の立会により確認を行う

7． 提出書類
　　業務の実施後、次の書類を提出すること。
・業務完了報告書
・作業前・作業中・作業後の写真、またはそのデータ

8． その他　　
（１）納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。
（２）各種特記仕様書を遵守すること。
（３）受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、全て契約金額に含まれるものとし、発注者は、契約金額以外の費用を負担しない。ただし、作業に要する電気・ガス・水道代は本市が負担する。
（４）見積の提出にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義がある場合は質問期間内に指定の方法により質問し、その内容を熟知のうえ提出すること。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は発注者の解釈による。

9． 担当　
港区役所総務課　栢木・杉本
　  所在地：大阪市港区市岡１丁目15番25号　　電話：06-6576-9626

